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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月26日をもって提出いたしました第185期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証

券報告書の記載事項のうち訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書

を提出するものであります。 

   

２【訂正事項】  

  第一部 企業情報 

   第４ 提出会社の状況 

    ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

３【訂正箇所】  

  訂正箇所は＿＿を付して表示しています。 

  

第一部【企業情報】 

  

第４【提出会社の状況】 

  

６【コ－ポレ－トガバナンスの状況】 

（訂正前） 

（1）      会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①     会社の機関の内容 

 （省略） 

監査については、監査役会において決定した監査法人・監査計画に基づきこれを実施するとともに、監査結果に

ついては、定期的に社長に報告されている。また、内部監査を行う部門としてCSR推進本部を設けており、経営諸

活動の全般にわたる管理・運営制度及び業務の遂行状況を適法性と効率性の観点から監視・検証し、その結果に基

づいて社内及びグル－プ各社に対し情報の提供ならびに改善・合理化への助言・勧告等を行っている。さらに監査

機能の充実を図るために、監査役、会計監査人、CSR推進本部が相互に連携し情報や意見を交換しているほか、監

査役からの要請に基づき、取締役からの独立性を保護された監査役補助使用人を置いている。 

  

（２）～（７）（省略） 

（８）～（11）（記載なし） 

  

（訂正後） 

（１）   会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

①     会社の機関の内容 

 （省略） 

監査については、監査役会において決定した監査法人・監査計画に基づきこれを実施するとともに、監査結果に

ついては、定期的に社長に報告されている。また、内部監査を行う部門としてCSR推進本部内に監査部（専任2

名、兼務2名）を設けており、経営諸活動の全般にわたる管理・運営制度及び業務の遂行状況を適法性と効率性の

観点から監視・検証し、その結果に基づいて社内及びグル－プ各社に対し情報の提供ならびに改善・合理化への助

言・勧告等を行っている。さらに監査機能の充実を図るために、監査役、会計監査人、監査部が相互に連携し情報

や意見を交換しているほか、監査役からの要請に基づき、取締役からの独立性を保障された監査役補助使用人を置



いている。 

  

（２）～（７）（省略） 

  

(８) 取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。 

  

(９) 自己株式の取得 

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって同条第１項に定める市場取引等により自

己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的

とするものである。 

  

(10) 中間配当 

 当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを

目的とするものである。 

  

(11) 取締役および監査役の責任免除 

 当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）お

よび監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除

することができる旨定款に定めている。これは、取締役および監査役がその職務の遂行にあたり期待される役割を

十分に発揮できるようにすることを目的とするものである。 
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